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参考資料３ 



水銀使用製品における製品表示等の情報提供の方法に関するヒアリング 

質問項目 

 

１．水銀使用製品の情報提供に関する取組の現状 

（１）水銀使用製品に関する情報提供に関し、貴団体及び加盟企業でこれまでに行っている又は

今後予定している取組として、中間ユーザー（組込製品の製造事業者）に対する情報提供

（B to B）と、最終ユーザー（一般消費者・事業者等）に対する情報提供（B to C）の各々

について御教示ください。また、組込製品の製造事業者、自治体、廃棄物処理事業者等と

連携して行っている情報提供があれば、併せて御教示ください。 

 

(a) 情報提供の内容（例：水銀が使用されていること、水銀含有量（重量、濃度）、水銀が含

まれる製品箇所、分別・回収の重要性等） 

(b) 情報提供の方法（例：製品本体等への表示（製品本体、製品パッケージ、取扱説明書へ

の表示等）、製品への直接表示以外の情報提供（店頭或いはウェブサイトを用いた情報提

供等）これらの複合型） 

(c) 情報提供の実施時期 

(d) 業界としての取組促進策（事業者間の連携促進、先進事例の共有、中小企業である製造

事業者の取組への支援など） 

 

（２）水銀使用製品が部品又は材料として用いられている組込製品に関し、貴団体、加盟企業及

び組込製品の製造事業者等でこれまでに行っている又は今後予定している取組について御

教示ください。 

 

(a) 情報提供の内容（例：水銀が使用されていること、水銀含有量（重量、濃度）、水銀が含

まれる製品箇所、分別・回収の重要性等） 

(b) 情報提供の方法（例：製品本体等への表示（製品本体、製品パッケージ、取扱説明書へ

の表示等）、製品への直接表示以外の情報提供（店頭或いはウェブサイトを用いた情報提

供等）これらの複合型） 

(c) 情報提供の実施時期 

(d) 業界としての取組促進策（事業者間の連携促進、先進事例の共有、中小企業である製造

事業者の取組への支援など） 

 

 

 

 

 



２．水銀使用製品に関する情報提供を検討していくにあたって、留意すべき点及びその理由を製

品別に御教示ください。ユーザー（組込製品の製造事業者）に対する情報提供（B to B）と、

最終ユーザー（一般消費者・事業者等）に対する情報提供（B to C）の両方について御教示

ください。 

 

(a) 情報提供の内容（例：水銀が使用されていること、水銀含有量（重量、濃度）、水銀が含

まれる製品箇所、分別・回収の重要性等） 

(b) 情報提供の方法（例：製品本体等への表示（製品本体、製品パッケージ、取扱説明書へ

の表示等）、製品への直接表示以外の情報提供（店頭或いはウェブサイトを用いた情報提

供等）これらの複合型） 

(c) 情報提供の開始時期 

(d) 事業者の表示等のコスト 

(e) 国内外の既存の表示例との整合性 

(f) 業界としての取組促進策（事業者間の連携促進、先進事例の共有、中小企業である製造

事業者の取組への支援など） 

 

３．上記の他に留意事項があれば、製品別にご教示ください。 

 

以上 
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（別途配布資料） 

 家庭向け  水銀使用ランプの分別・回収啓発パンフレット 

 事業者向け 水銀使用ランプの分別・回収啓発パンフレット 
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ランプに関する情報1 

（日本照明工業会） 

 

１．日本照明工業会の概要 

（１）会員数：196 社 

（２）会員のうち、水銀含有ランプの製造事業者は 42 社（2015 年 11 月現在。全て国内事業者） 

（３）上記の製造事業者 42 社のうち、中小企業は 26 社 

 

２．ランプに関する情報 

（１）製造量、輸入量、一製品当たりの水銀使用量の推移、B to B と B to C の割合2 

 水銀添加ランプの生産数量の推移は以下のとおりである。 

 

（出典：2014 年 9 月 12 日「水銀に関する水俣条約対応検討小委員会（第 2 回）事業者ヒアリング資料」） 

 

 

 

 

                                                 
1 2014 年 9 月 12 日「水銀に関する水俣条約対応検討小委員会（第 2 回）事業者ヒアリング資料」、

2014 年 12 月 11 日ヒアリング結果、2015 年 2 月 23 日「平成 26 年度第１回水銀条約対応技術的事項

検討会ヒアリング資料」に基づく 

2 B to B：部品又は材料として他の製品に用いられるものとして、組込製品の製造事業者（中間ユー

ザー）に販売されるもの、B to C：最終製品のユーザーに販売されるもの 

参３－１別添 
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 水銀添加ランプの輸出入量の推移は以下のとおりである。 

 

（出典：2014 年 9 月 12 日「水銀に関する水俣条約対応検討小委員会（第 2 回）事業者ヒアリング資料」） 

 

 水銀添加ランプの水銀含有量は以下のとおりである。 

種類 ランプ 水銀含有量 

蛍光ランプ 直管形蛍光ランプ、環形蛍光ランプ、コンパ

クト形蛍光ランプ、電球形蛍光ランプなど 
3～30mg 

冷陰極蛍光ランプ 冷陰極蛍光ランプ 
3～15 mg 

 外部電極蛍光ランプ 

蛍光ランプ以外の低

圧放電ランプ 

殺菌ランプ 5～15 mg 

低圧 UV ランプ 10～500 mg 

 紫外線放射ランプ 10～5,000mg 

 ホローカソードランプ 10 mg 

 ペンレイランプ 5 mg 

一般照明用HIDラン

プ 

高圧水銀蒸気ランプ（HPMV） 10～300 mg 

メタルハライドランプ 10～120 mg 

 高圧ナトリウムランプ 20～40mg 

産業用 HID ランプ プロジェクタ用ランプ 10～100 mg 

 超高圧 UV ランプ 100 mg～120 g 

 高圧 UV ランプ 15 mg～3,500 mg 
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種類 ランプ 水銀含有量 

 舞台照明用ランプ 4～25 mg 

 投光用ランプ 12～70 mg 

 

 また、蛍光ランプの平均水銀使用量の推移は以下のとおりである。 

 

 

（２）会員企業の国内市場カバー率3 

 会員の国内市場カバー率は 90％以上である。 

 

（３）今後の製造量・輸入量、製造・輸入時期の見込み、市中での販売時期の見込み 

 照明器具及び水銀添加ランプの国内出荷数量の今後の見通しは以下のとおりである。 

                                                 
3 国内市場カバー率：（貴団体の加盟企業による日本国内での製造量＋日本への輸入量）÷（日本国内

での総製造量＋逆輸入量） 
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（出典：2014 年 9 月 12 日「水銀に関する水俣条約対応検討小委員会（第 2 回）事業者ヒアリング資料」） 

 

 また輸出については（１）の図にあるとおり、バックライト用冷陰極蛍光ランプの LED 化に

より大幅に減少しており、今後も減少が見込まれる。輸入は全般に少なく、2008 年をピーク

に減少傾向にあり、今後も LED 化等に伴い減少が見込まれる。 

 LED 化に関しては、工業会でも「照明成長戦略 2020」4を打ち出している。水銀ランプの

水銀含有量削減よりも、LED 化促進に注力していきたいと考えている。照明器具が代替

されないと、器具に使用されるランプも変わらないため、LED 化促進にあたっては、蛍

光ランプ用の器具を減らしていくことが必要である。 

 

以上 

 

 

  

                                                 
4 http://www.jlma.or.jp/information/LV2020_web.pdf 
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参３－２ 



12 

 

 



13 

 

 



14 

 

 



15 

 

 



16 

 

  



17 

ボタン形電池に関する情報5 

（電池工業会） 

 

１．電池工業会の概要 

（１）会員数：正会員 15 社、賛助会員 85 社 

（２）会員のうち、ボタン形電池の製造事業者は 10 社（2015 年 11 月現在。うち国内事業者 8 社） 

（３）上記の製造事業者 10 社のうち、中小企業は 1 社 

 

２．ボタン形電池に関する情報 

（１）製造量、輸入量、一製品当たりの水銀使用量の推移、B to B と B to C の割合 

 会員によるボタン形電池の生産量の推移は以下のとおりである。 

 

（出典：2014 年 9 月 12 日「水銀に関する水俣条約対応検討小委員会（第 2 回）事業者ヒアリング資料」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 2014 年 9 月 12 日「水銀に関する水俣条約対応検討小委員会（第 2 回）事業者ヒアリング資料」、

2015 年 2 月 23 日「平成 26 年度第１回水銀条約対応技術的事項検討会ヒアリング資料」に基づく 

参３－２別添 
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 ボタン形電池の輸出入量は以下のとおりである。 

 

（出典：2014 年 9 月 12 日「水銀に関する水俣条約対応検討小委員会（第 2 回）事業者ヒアリング資料」） 

 

 生産量のうち、B to B と B to C の割合は以下のとおりである。 

電池の種類 B to B と B to C の割合 

ボタン形アルカリ電池 39：61（但し国内出荷に占める割合。輸出の内訳は不明） 

ボタン形酸化銀電池 95：5（但し国内出荷に占める割合。輸出の内訳は不明） 

ボタン形空気亜鉛電池 組み込まれて出荷されるものが無いため、全て B to C 

 

（２）会員企業の国内市場カバー率 

 会員の国内市場カバー率は、酸化銀電池と空気亜鉛電池は 90％程度と見られるが、アルカリ

ボタン電池については輸入データがないため、不明である。 

以上 
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事業者ヒアリング用資料 

（一社）日本医療機器産業連合会 

平成 27年 11月 27日 

 

１．水銀使用製品の情報提供に関する取組の現状 

(a) 情報提供の内容 

水銀が使用されていること、水銀が含まれる製品箇所、取扱・廃棄上の注意事

項。 

(b) 情報提供の方法 

名称（水銀血圧計）にて水銀含有していることを表示。 

添付文書（医薬品医療機器等法 第 52条）への記載、及び廃棄時の注意事項を記

載したラベルの製品への貼付。 

(c) 情報提供の実施時期 

上記の添付文書やラベルにて情報提供を実施中。 

(d) 業界としての取組促進策 

特になし。 

（既に、当該製品の情報については、製品や取扱説明書等で表示されているた

め） 

 

２．水銀使用製品に関する情報提供を行うにあたっての留意点及びその理由 

○水銀血圧計の適正な廃棄処理方法やその重要性 

（水銀含有量が多く、不適正な処理が行われた際の影響が大きいため） 

 

以上 

 

  

参３－３ 
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水銀血圧計 表示ラベルの例 
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水銀血圧計に関する情報6 

（日本医療機器産業連合会） 

 

１．日本医療機器産業連合会の概要 

（１）会員数：4,370 社 

（２）会員のうち、水銀血圧計の取扱事業者は 1 社 

（３）上記の取扱事業者 1 社は中小企業 

 

２．水銀血圧計に関する情報 

（１）製造量、輸入量、一製品当たりの水銀使用量の推移 

 水銀血圧計の製造・輸出入量は以下のとおりである。 

分類 
製造量 

（個） 

輸入量 

（個） 

出荷量（個） 

計 国内 輸出 

水銀血圧計 32,311 636 32,980 16,098 16,882 

（参考）アネロイド式 121,866 724 123,059 32,423 90,636 

（参考）電子非観血式 764,131 5,262,237 6,056,494 3,276,115 2,780,379 

（2013 年 薬事工業生産動態統計年報データ） 

 

 水銀血圧計１台あたりに使用される水銀量は平均 47.6 g-Hg である。 

 

（２）会員企業の国内市場カバー率 

 会員の国内市場カバー率は 81％（2013 年薬事工業生産動態統計年報データを基に算出） 

                

（３）今後の製造量・輸入量、製造・輸入時期の見込み、市中での販売時期の見込み 

 従来、看護学校等に向けては、基礎看護学において血圧測定の基礎として水銀血圧計を使用

していること、開業医を中心に現在も医療現場で使用される機会が多いことより、水銀血圧

計の販売を重視してきたが、条約発効に伴う製造中止を見据え、ここ数年は水銀フリー製品

に販売を移行させている。 

 既に関連業者（主に下請け等）に対して、2020 年で製造を中止する旨を連絡している。下請

け業者は零細企業が多く、次の事業展開における猶予期間を十分に設ける等の対応が必要で

ある。 

以上 

 

  

                                                 
6 2014 年 9 月 12 日付「水銀に関する水俣条約対応検討小委員会（第 2 回）事業者ヒアリング資

料」、2015 年 2 月 23 日付「平成 26 年度第１回水銀条約対応技術的事項検討会ヒアリング資料」（日

本医療機器産業連合会）に基づく 

参３－３別添 
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参３－４ 
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水銀リレーに関する情報7 

（日本電気計測器工業会） 

 

１．日本電気計測器工業会の概要 

（１）会員数：正会員 83 社、賛助会員 32 社（2015 年 10 月現在） 

（２）会員のうち、水銀リレーを用いた製品の販売・修理を行う事業者は 2 社 

（2015 年 11 月現在。全て国内事業者） 

（３）上記の取扱事業者 2 社のうち、中小企業は 0 社 

 

２．水銀リレーに関する情報 

（１）製造量、輸入量、一製品当たりの水銀使用量の推移、B to B と B to C の割合 

 水銀リレーは製造していない。 

 組込製品の製造及び既存製品の修理に用いる水銀リレーは、国内事業者より購入、または海

外事業者より輸入している。 

 水銀リレーの国内用途は①新製品への使用（プラント制御システムの一部分と、航空宇宙機

器システムに用いられる特注品の、2 種類）、②過去に納入した製品の修理・メンテナンスの

２通りである。 

 取扱製品は全て B to B である。 

 水銀リレーの水銀含有量は不明（航空宇宙機器システムに用いられる水銀リレーでは、多く

て 20 mg-Hg 程度）。 

 

（２）会員企業の国内市場カバー率 

 会員は水銀リレーを製造しておらず、総製造量等の市場情報を持ち合わせていないため、カ

バー率が算出できない。 

 

（３）今後の製造量・輸入量、製造・輸入時期の見込み、市中での販売時期の見込み 

 2020 年以降は、水銀リレーの組込製品は製造しない見込みであり、市中へは流通しない見込

みである。 

以上 

 

  

                                                 
7 2014 年 2 月 12 日ヒアリング結果、2015 年 2 月 23 日「平成 26 年度第１回水銀条約対応技術的事項検討

会ヒアリング資料」に基づく 

参３－４別添 
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製品表示等の情報提供の方法に関するヒアリング 

工業用計測器に関する質問項目への回答【日本圧力計温度計工業会】 

 

１．水銀使用製品の情報提供に関する取組の現状 

（１）水銀使用製品に関する情報提供に関し、貴団体及び加盟企業でこれまでに行っている又は

今後予定している取組 

  【回答】 

・ 水銀使用製品の販売先は、水銀使用製品に対する知識のある代理店（商社）中間ユーザ

ー（組込製品の製造事業者）又は最終ユーザー（事業者）になります。 

・ このため、販売先の事業者では、安易な廃棄は生じにくい環境にあると、認識していま

す。 

①製品本体：  

・ 水銀使用製品には水銀を使用している旨を、目盛板に表示又は本体に銘版を貼り付

けて表示しています。 

          

    ＜高温用ダイヤフラムシール圧力計＞      ＜同トランスミッタ＞ 

 

              

    ＜水銀充満式温度計＞           ＜水銀液柱型圧力計＞ 

 

       

     ＜銘板の例（この他、目盛板に表示しているものあり）＞ 

参３－５ 
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②パッケージ： 

・ 特段の表示はしていません。 

③製品同梱の取扱説明書等： 

・ 製品取扱説明書に水銀を使用している旨を記載しています。 

④その他：  

・ 製品カタログに、水銀使用製品であることを記載しています。 

・ 各社ホームページの製品紹介に、水銀使用製品であることを記載しています。 

⑤業界としての取組推進策 

・ 平成 27 年 10 月よりユーザーに対し適正廃棄を遵守してもらうよう、工業会として

周知文書を作成し、水銀使用製品を製造・販売している会員企業（合計 4 社）に提

供しています。水銀使用製品を製造・販売している会員企業は、工業会作成の周知

文書について、製品を納入する際に提示し、注意喚起を実施しています。 

・ さらに、工業会のホームページのトップページに「水銀使用計測器の適正廃棄につ

いてのお願い」として周知文書を掲載し、注意喚起を実施しています。 

 

（２）水銀使用製品が部品又は材料として用いられている組込製品に関し、貴団体、加盟企業及

び組込製品の製造事業者等でこれまでに行っている又は今後予定している取組 

【回答】 

 会員企業は水銀使用製品（高温用ダイヤフラムシール圧力計、高温用ダイヤフラム

シール圧力トランスミッタ、水銀充満式温度計、水銀液柱型圧力計）の製造企業で、

同製品を部品又は材料として用いられている組込製品の製造、販売は実施していま

せん。 

 なお、販売先企業に対する取組は、１．（１）記載のとおりです。 

  

２．水銀使用製品に関する情報提供を検討していくにあたって、留意すべき点及びその理由 

【回答】 

 販売先企業は、水銀使用製品に対する知識のあるユーザーになります。 

 このため、販売先企業での安易な廃棄は、生じにくい環境にあると認識しています。 

 なお、流通形態の大半は、製造事業者 → 代理店（商社） → 中間ユーザー（組

込製品の製造事業者）又は最終ユーザー（事業者） のルートとなっています。 

 

３．その他、留意事項 

【回答】 

 水銀使用製品は、受注生産方式となっています（見込み生産はしていません）。この

ため、客先の要求仕様に基づき、その都度、製造して納入しています。 

以上 
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（別添：ユーザーに対する周知文書） 
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工業用計測器に関する情報8 

（日本圧力計温度計工業会） 

 

１．日本圧力計温度計工業会の概要 

（１）会員数：33 社（中堅企業：3%、中小企業：97%） 

（２）会員のうち、水銀使用製品の製造事業者は４社（2015 年 10 月現在。全て国内事業者） 

  （内訳：高温用ダイヤフラムシール圧力計及び高温用ダイヤフラムシール圧力トランスミッ

タ２社、水銀充満式温度計３社、水銀液柱型圧力計１社） 

（３）上記の製造事業者は、中堅企業１社、中小企業３社 

 

２．工業用計測器に関する情報 

（１）製造量、輸入量、一製品当たりの水銀使用量、B to B と B to C の割合 

 製造量（日本科学機器協会 関連企業の販売数） 

製品名 2009 年度 2010 年度 2014 年度 

高温用ダイヤフラムシール圧力計 900 894 296 

高温用ダイヤフラムシール圧力トランスミッタ 295 262 756 

水銀充満式温度計 6,671 3,584 341 

水銀液柱型圧力計 18 14 5 

 

 輸入量：不明 

 一製品当たりの水銀使用量 

製品名 水銀使用量 

高温用ダイヤフラムシール圧力計 約 40g／台 

高温用ダイヤフラムシール圧力トランスミッタ 約 40g／台 

水銀充満式温度計 約 100g／台 

水銀液柱型圧力計 約 1,500g／台 

（全ての圧力計には、純度 99.5%の水銀を使用）      

 

 B to B と B to C の割合：生産量のうち、大半が B to B 代理店（商社）経由中間ユーザー（組

込製品の製造事業者）向けで、一部が B to C（事業者）向けの販売となっている。 

 

（２）会員企業の国内市場カバー率 

 会員の国内市場カバー率は不明である。 

 

 

 

                                                 
8 2014 年 9 月 12 日「水銀に関する水俣条約対応検討小委員会（第 2 回）事業者ヒアリング資料」、

2015 年 2 月 23 日「平成 26 年度第１回水銀条約対応技術的事項検討会ヒアリング資料」に基づく 

参３－５別添 
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（３）今後の製造量・輸入量、製造・輸入時期の見込み、市中での販売時期の見込み 

製品 今後の見込み 

高温用ダイヤフラ

ムシール圧力計 

 高温域（230℃以上）での圧力測定に使用する高温用ダイヤフラムシ

ール圧力計は、代替は不可である。 

 中低温域（0℃～229℃）での圧力測定は、シリコンオイルを封入した

ダイヤフラムシール圧力計が代替品として製品化されており、水銀を

使用したダイヤフラムシール圧力計は既に製品製造等をしていない。 

 なお、シリコンオイルを封入したダイヤフラムシール圧力計は、水銀

を封入したものと比べて、計測できる圧力範囲と温度範囲が限定され

る。また道管を長くすることができない。 

水銀充満式温度計  ガス封入式温度計は、水銀を封入したものと比べて、目盛り仕様、感

温部の形状が大きくなる等の条件が悪くなる方向であるが、今後はガ

ス封入式温度計を使用してもらうこととなろう。 

 2010 年度の生産量は 3,584 個であるが、今後生産を縮小し、最終的に

はガス封入式温度計に代替を進める予定。 

 しかし、現在、ガス封入式温度計は中低温域（500℃以下）での温度測

定に使用する製品が主流であり、水銀充満式温度計で対応している高

温域（500℃以上）での温度測定に使用する製品は少なく、すぐに切

り替えることが難しい。 

 

３．各製品の仕様 

 高温用ダイヤフラムシール圧力計 

指示計・導管・継手があり、先端は受圧部ダイヤフラムとなっている。温度が高く、粘度が

高い測定体の圧力を測定するためにダイヤフラムという隔壁を設け、内部に圧力伝達媒体液

を封入し、圧力による体積変化を利用して圧力測定を行う機械式の圧力計。 

 高温用ダイヤフラムシール圧力トランスミッタ 

測定原理は高温用ダイヤフラムシール圧力計と同じだが、圧力の変化を電圧又は電流の電気

信号に変換する電気式の圧力計である。主に各種製造装置における圧力の自動制御に使用。 

 水銀充満式温度計 

指示計・導管があり、先端が感温部となっている。液体を封入し、温度傍聴による体積変化

をブルドン管という圧力変位変換素子を利用して温度計測を行う。 

 水銀液柱型圧力計 

水銀の比重 13.5 を利用し、ガラス管の水銀柱の高さを求めて測定する製品。研究、圧力計の

校正及び参照標準として使用される。 

以上 
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製品表示等の情報提供の方法に関するヒアリング 

工業用計測器に関する質問項目への回答【日本硝子計量器工業協同組合】 

 

１．水銀使用製品の情報提供に関する取組の現状 

（１）水銀使用製品に関する情報提供に関し、貴団体及び加盟企業でこれまでに行っている又は

今後予定している取組 

  【回答】 

・ ガラス製水銀温度計の販売先は、水銀使用製品に対する知識のある代理店（商社） 、 

中間ユーザー（組込製品の製造事業者）又は最終ユーザー（事業者）になります。 

・ このため、販売先の事業者では、安易な廃棄は生じにくい環境にあると、認識していま

す。 

①製品本体：  

・ 製品の形状から透明ガラス内に水銀が入っていることが目視できることから、現在

は製品本体には表示していません。 

  

                ＜ガラス製水銀温度計＞ 

 

②パッケージ： 

・ 特段の表示はしていません。 

③製品同梱の取扱説明書等： 

・ 特段の表示はしていません。 

④その他： 

・ 製品カタログに、水銀使用製品であることを記載しています。 

・ 各社ホームページの製品紹介に、水銀使用製品であることを記載しています。 

    ⑤業界としての取組推進策 

・ 組合のホームページに、水銀使用製品の適正廃棄を注意喚起する内容を掲載すべく、

準備を進めています。 

  

（２）水銀使用製品が部品又は材料として用いられている組込製品に関し、貴団体、加盟企業及

び組込製品の製造事業者等でこれまでに行っている又は今後予定している取組 

【回答】 

 水銀使用製品の製造している組合員企業の多くは、同製品を部品又は材料として用

いられている組込製品の製造は実施していません。 

・ なお、組合員のうち１社が、船舶用ディーゼルエンジンの温度計測に用いる、特殊

な形状のガラス製水銀温度計を製造し、販売しています。 

 なお、販売先企業に対する取組は、１．（１）④、⑤の記載のとおりです。 

参３－６ 
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２．水銀使用製品に関する情報提供を検討していくにあたって、留意すべき点及びその理由 

【回答】 

 販売先企業は、水銀使用製品に対する知識のあるユーザーになります。 

 このため、販売先企業での安易な廃棄は、生じにくい環境にあると認識しています。 

 なお、流通形態の大半は、製造事業者 → 代理店（商社） → 中間ユーザー（組

込製品の製造事業者）又は最終ユーザー（事業者） のルートとなっています。 

 

３．その他、留意事項 

【回答】 

 水銀使用製品は、大半が受注生産方式となっています。（割合は不明ですが、見込み

生産もしています。) 

このため、客先の要求仕様に基づき、その都度、製造して納入しています。 

以上 
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ガラス製水銀温度計に関する情報9 

（日本硝子計量器工業協同組合） 

 

１．日本硝子計量器工業協同組合の概要 

（１）会員数：24 社（2015 年 10 月末現在） 

（２）会員のうち、水銀温度計の製造事業者は 15 社（全て国内事業者） 

（３）上記の製造事業者 15 社は、全て小規模企業 

 

２．ガラス製水銀温度計に関する情報 

（１）製造量、輸入量、一製品当たりの水銀使用量の推移、B to B と B to C の割合 

 組合員によるガラス製水銀温度計の製造・輸出入量は以下のとおりである。 

年 生産量（個） 
生産量中の 

水銀量（t-Hg） 
輸入量（個） 輸出量（個） 

2009 年 108,458 0.40 26,563 7,200 

2010 年 103,870 0.38 26,414 7,606 

2014 年 107,108 0.43 12,646 1,820 

（日本硝子計量器工業協同組合調べ） 

 ガラス製水銀温度計１本あたりに使用される水銀量は、約 4～5g である。 

 生産量のうち、大半は B to C （代理店（商社））向けで、一部が B to B（事業者）向けに販

売している。 

 

（２）会員企業の国内市場カバー率 

 組合員の国内市場カバー率は不明である。 

 

（３）今後の製造量・輸入量、製造・輸入時期の見込み、市中での販売時期の見込み 

 ガラス製水銀温度計には、測定精度を要求しない用途で使用する場合に、代替品としてガラ

ス製赤液温度計及びデジタル式温度計が存在する。当該用途で使用する場合は、今後は、代

替品に切り替わっていくと推測する。 

 上記代替製品が存在しない高精密な測定や、測定対象物が塩酸、硫酸等の場合について

は、2020 年以降も製造・輸出入が認められる。計測データの精密さを担保することや過

去のデータとの一貫性を維持することが求められる場合、ガラス製赤液温度計及びデジ

タル式温度計では代替できないため、今後も需要が継続されるか増加する可能性が高い

ことが予測される。 

以上 

  

                                                 
9 2014 年 2 月 14 日付「水銀の保管状況等に関するヒアリング回答」、2014 年 9 月 12 日「水銀に関す

る水俣条約対応検討小委員会（第 2 回）事業者ヒアリング資料」、2015 年 2 月 23 日「平成 26 年度第

１回水銀条約対応技術的事項検討会ヒアリング資料」に基づく 

参３－６別添 
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製品表示等の情報提供の方法に関するヒアリング 

工業用計測器に関する質問項目への回答【日本科学機器協会】 

 

１．水銀使用製品の情報提供に関する取組の現状 

（１）水銀使用製品に関する情報提供に関し、貴団体及び加盟企業でこれまでに行っている又は

今後予定している取組 

  【回答】 

・ マクラウド真空計、U 字型真空計の販売先は、水銀使用製品に対する知識のある代理店

（商社）、中間ユーザー（組込製品の製造事業者）又は最終ユーザー（事業者）になり

ます。 

・ このため、販売先の事業者では、安易な廃棄は生じにくい環境にあると、認識していま

す。 

 

①製品本体：  

・ マクラウド真空計、U 字型真空計ともに、製品の形状から透明ガラス内に水銀が入

っていることが目視できます。ただし、製品の特性上、以下のようは表示の状況に

なっています。 

・ マクラウド真空計は、正確な真空量を測定するためには、適正な量の水銀を使う必

要があることから、製品本体に水銀の量を記載したシールを貼り付けています。 

・ U 字型真空計は、製品の形状から透明ガラス内に水銀が入っていることが目視でき

ることから、製品本体には表示していません。 

        

       ＜マクラウド真空計＞       ＜U 字型真空計＞ 

 

 

            ＜マクラウド真空計の製品本体に貼り付けたシールの例＞ 

②パッケージ： 

・ マクラウド真空計は、マクラウド真空計本体と、使用する水銀を分けて梱包し、出

荷しています。分けられた水銀は、水銀である旨を表示しています。 

水銀使用部位 水銀使用部位 

参３－７ 
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・ U 字型真空計は、振動、衝撃によりガラス管内に空気が混入すると性能（計測値）

に影響を及ぼすため、水銀を使用する製品であることのシールを貼り付けています。 

③製品同梱の取扱説明書等： 

・ 水銀を使用した製品であり取扱は注意すること、廃棄の際は専門の処理業者へ依頼

することを記載した注意書を、取扱説明書とは別に同梱しています。 

・ なお、マクラウド真空計は、正確な製品の特性上、適正な真空量を測定するために

は、適正な量の水銀を使う必要があることから、水銀の量を記載しています。 

④その他：  

・ 製品カタログに、水銀使用製品であることを記載しています。 

・ 各社ホームページの製品紹介に、水銀使用製品であることを記載しています。 

    ⑤業界としての取組推進策 

・ 協会では、毎年、夏季（７月下旬から８月上旬）の期間、１週間にわたって、関連

友好団体である日本理科教育振興協会、日本教材備品協会と共催で、会員企業を対

象に、実践講習を含む毒物・劇物の取扱資格者の養成を目的とした「毒物・劇物取

扱者資格試験受験準備講習会」を開催しています。 

 

（２）水銀使用製品が部品又は材料として用いられている組込製品に関し、貴団体、加盟企業及

び組込製品の製造事業者等でこれまでに行っている又は今後予定している取組 

【回答】 

 マクラウド真空計、U 字型真空計共に、同製品を部品又は材料として組み込んで使

用することは、ほとんどありません。 

 なお、組合企業は、水銀式真空計の製造企業、商社企業で、同製品を部品又は材料

として用いられている組込製品の製造、販売は実施していません。 

 なお、販売先企業に対する取組は、１．（１）記載のとおりです。 

  

２．水銀使用製品に関する情報提供を検討していくにあたって、留意すべき点及びその理由 

【回答】 

 販売先企業は、水銀使用製品に対する知識のあるユーザーになります。 

 このため、販売先企業での安易な廃棄は、生じにくい環境にあると認識しています。 

 なお、流通形態の大半は、製造事業者 → 代理店（商社） → 中間ユーザー（組

込製品の製造事業者）又は最終ユーザー（事業者） のルートとなっています。 

 

３．その他、留意事項 

【回答】 

 特にありません 

以上 
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水銀真空計に関する情報10 

（日本科学機器協会） 

 

１．日本科学機器協会の概要 

（１）会員数：1,075 社（2015 年 10 月末現在。うち大企業：5%、中小企業：95%） 

（２）会員のうち、水銀真空計の製造・販売事業者は４社 

（２）上記の製造・販売事業者４社は全て中小企業である。 

 

２．水銀真空計に関する情報 

（１）製造量、輸入量、製品当たりの水銀使用量（推移）、B to B と B to C の割合 

 水銀真空計には、次の２種類の製品が存在する。 

製品名（写真） 製品の特徴 

マクラウド真空計 測定範囲 0.1～1,300 Pa abs 

 

原理 毛細管部の残留気体を回転等させることによ

り圧縮させ、拡大した液柱差によって測ること

のできる絶対圧計 

 

水銀使用量 約 135 g-Hg／台 

U 字型真空計 測定範囲 200～66,000 Pa abs 

 

原理 ガラス製の U 字管の一方を封じ、真空に排気

して封じた差圧計で、液柱の高さの差から気体

の圧力を直接測ることのできる絶対圧計 

 

水銀使用量 50～200 g-Hg／台 

 

 販売台数・修理件数は以下のとおり。 

製品名 2013年  2014年の販売数  

 販売台数 修理件数 販売台数 修理件数 

マクラウド真空計 45 台 352 52 台 380 

U 字型真空計 702 台 40 661 台 42 

※１ 販売台数は、全製造事業者５社のデータ。修理台数は、製造事業者のうち大手１社のデータ 

※２ 修理作業は、使用によって汚れた水銀を交換すること（マクラウド真空計）や、使用によっ

てガラス管内に入った空気等を除去するために水銀を再注入すること（U 字型真空計）等 

 

                                                 
10 2015 年 6 月 19 日付「水銀を使用している真空計について（日本科学機器協会）」の内容に基づく 

参３－７別添 
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 製品販売数のうち、大半は B to C （代理店（商社））向けで、一部が B to B（事業者）向け

に販売している。 

 

（２）会員企業の国内市場カバー率11 

会員の国内市場カバー率は不明である。 

 

（３）今後の製造量・輸入量、製造・輸入時期の見込み、市中での販売時期の見込み 

 水銀を使用していない電気式の真空計は、以下のような過酷な環境下で高精密度な測定で使

用する際には、高精密度や事業者の負担（費用負担、実務負担）等の理由もあることから、

代替できない。 

（１）代替不可の使用環境の例 

① 防爆環境下での使用 

火薬、有機溶剤、粉体などを製造、又は、利用する環境下においては、爆発など引火の

恐れがあることから火気を有する電気式の真空計を用いることはできない。 

② 温度変化や電・磁場が激しい環境下での使用 

電気式の真空計は、検出部の電気抵抗の差をもって値を測定している。よって、検出部

の電気抵抗が変化してしまう温度変化や電・磁場が激しい環境では、電気式の真空計を

用いることはできない。 

③ 振動の激しい環境下や飛沫物の多い環境下での使用 

電気式の真空計は、振動により中の電子部品が破損する恐れが高い。また、飛沫物の多

い環境下では、検出部に飛沫物が付着することで電気抵抗が変化してしまう恐れが高い。

よって、これら環境下では、電気式の真空計を用いることはできない。 

（２）高精密度な測定 

・マクラウド真空計： 

   測定絶対真空圧範囲 0.1～1,300Pa、目量 300Pa 以下 

・U 字型真空計： 

   測定絶対真空圧範囲 200～66,000Pa、目量 200Pa 以下 

 

 上記以外の用途における真空計の測定（マクラウド真空計の販売数、U 字型真空計の販売数

の割合は不明）は、事業者の負担（費用負担、実務負担）はあるものの、徐々に電気式の真空

計に代替が進むものと推測される。 

以上 

 

  

                                                 
11 国内市場カバー率：（貴団体の加盟企業による日本国内での製造量＋日本への輸入量）÷（日本国

内での総製造量＋逆輸入量） 
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水銀使用製品における製品表示等の情報提供の方法に関するヒアリング 

スイッチリレー製造事業者１社 回答 

 

１． 水銀使用製品の情報提供に関する取組の現状 

（１）水銀使用製品に関する情報提供に関し、貴社でこれまでに行っている又は今後予定してい

る取組 

 OCR 

（モーター用過電流保護スイッチ12） 

UG7 

（感震器13） 

(a) 情報提供の

内容 

水銀が使用されていること 

返送連絡先（当社で回収） 

水銀が使用されていること 

(b) 情報提供の

方法 

販売時に取り交わす仕様書への表示 

製品本体への注意書き表示 

販売時に取り交わす仕様書への表

示 

(c) 情報提供の

実施時期 

販売時 

組込製品廃棄時（B to C） 

販売時 

(d) 業界として

の取組促進策 

特になし 特になし 

＊基本的に B to B 

 

２．水銀使用製品に関する情報提供を検討していくにあたって、留意すべき点及びその理由 

OCR 

（モーター用過電流保護スイッチ） 

UG7 

（感震器） 

水銀が使用されていることを販売時に 

取り交わす仕様書へ表示する（B to B） 

・毒劇法への対応 

・2020年に水銀使用製品の製造・販売が 

できなくなるため 

・適切な取扱、分別・産廃処理を促すため 

 

返送連絡先（当社）を製品本体へ注意書きと 

して表示することで、組込製品廃棄時における 

分別廃棄方法の情報提供とする（B to C） 

・毒劇法への対応 

・当社で回収し、水銀調達元へ産業廃棄物 

として処理委託するため 

水銀が使用されていることを販売時に 

取り交わす仕様書へ表示する（B to B） 

・毒劇法への対応 

・2020年に水銀使用製品の製造・販売が 

できなくなるため 

・適切な取扱、分別・産廃処理を促すため 

 

以上  

                                                 
12 （既存ヒアリング結果に基づき事務局追記）エアコンのモーターが止まった際に、過電流を検知しコンダクタ

を動かし、モーターを停止させる。電車の車両、デパートのエアコン、屋外ファンヒータ等の大型産業設備に設

置される。 

13 （既存ヒアリング結果に基づき事務局追記）震度５強以上の地震発生時に、揺れを検知しガス供給を停止させ

る。可搬式小型ガスストーブ等に組み込まれる。 

参３－８ 
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製品表示等の情報提供の方法に関するヒアリング 

水銀体温計に関する質問項目 

（水銀体温計輸入事業者１社） 

 

１．水銀使用製品の情報提供に関する取組の現状 

（１）水銀使用製品に関する情報提供に関し、貴団体及び加盟企業でこれまでに行っている又は

今後予定している取組 

 情報提供の内容 

○透明ガラス内に水銀が入っていることが目視できます。 

○水銀が使用されている事、水銀の多く含まれる箇所、破損し廃棄する場合においての問

い合わせ先について、パッケージの台紙兼取扱説明書に明記しています。 

 

 情報提供の方法 

○パッケージの台紙兼取扱説明書に明記しています。 

○輸入事業者ウェブサイトにて、水銀が使用されている事、また回収のお問い合わせ先の

情報提供を行っております。 

 

 情報提供の実施時期 

○上述の情報提供を、平時から実施しております。 

 

 業界としての取組促進策 

（輸入事業者が一社しか存在しないと見込まれるため、記載無し。） 

 

２．水銀使用製品に関する情報提供を検討していくにあたって、留意すべき点及びその理由 

 情報提供の内容 

○2021 年以降の水銀体温計の輸入が禁止されることから当該時点以降は輸入を行わない

予定である一方、水銀体温計に消費期限が特段設定されていないために多量の退蔵品の

存在が見込まれる点を鑑みれば、直近以降の製品本体への追加表示、パッケージや取扱

説明書への追加表示を行うことに、十分な効果があるかは定かではありません。 

 

 事業者の表示等のコスト 

○日本国内での製造ではなく、輸入を通じた製品入手を行っているため、製品本体への追

加表示は困難です。また、パッケージや取扱説明書への追加表示を求められた場合、一

定の費用負担が生じます。 

 

３．上記の他に留意事項があれば、製品別にご教示ください。 

○特に無し。 

以上 

参３－９ 
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水銀体温計に関する情報14 

 

 

１．水銀体温計に関する情報 

（１）製造量、輸入量、一製品当たりの水銀使用量の推移 

 国内出荷量・輸入量 

2013 年 1～12 月 国内出荷量 144,000 本   輸入量 174,000 本 

2014 年 1～12 月 国内出荷量 128,000 本   輸入量 108,000 本 

 上記の利用割合 

家庭用（薬局用）が 74％、病院等業務用が 26％である。 

 一製品当たりの水銀使用量 

水銀体温計１本あたりに使用される水銀量は平均 1.2 g-Hg である。 

 

（２）国内市場カバー率 

 （当該輸入事業者一社の）国内市場カバー率は 100％である見込み。 

 

（３）今後の製造量・輸入量、製造・輸入時期の見込み、市中での販売時期の見込み 

 2021 年以降は、水銀体温計の輸入を行わない予定。 

 2020 年までの今後の輸入に関しては、販売数量傾向（消費者需要）を把握しながら適宜輸入

量を勘案することとなる。 

 （現時点では、かなり実現困難と見込まれるが、）2020 年より前に日本の規格に適合した代替

感温液を用いた体温計が輸入できることとなれば、2020 年より前に水銀体温計の輸入は中止

する予定。 

 

以上 

 

 

 

  

                                                 
14水銀体温計輸入事業者１社からの提供情報に基づく 

参３－９別添 
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マーキュロクロム液製造事業者（A 社）ヒアリング結果 

ヒアリング実施日時：平成 27 年 11 月 12 日（木） 

 

１．製品について 

 マーキュロクロム液（通称赤チン）を製造・販売している。赤チン含有製品の製造はない。 

 マーキュロクロム液の製造法は日本薬局方に基づく。原薬であるメルブロミンの水銀濃度は

25 重量％、マーキュロクロム液の水銀濃度は 0.5 重量％。 

 マーキュロクロム液の製造は 2020 年をもって廃止する予定である。製造廃止に関する一般消

費者等への周知については、政令が正式に定められてから対応する予定。 

 製品は一般消費者向けの 50ml 入りのものと、医療機関向けの 500ml 入りのものがある。 

 製品の国内出荷量は以下のとおり。2015 年の製造量は３万本を下回る見込み。輸出は過去５

年間実績なし。 

年 2010 2011 2012 2013 2014 

50ml 数量 30,294 32,760 31,365 29,788 34,489 

(L) 1,515 1,638 1,568 1,489 1,724 

500ml 数量 424 838 835 682 570 

(L) 212 419 418 341 285 

計（L） 1,727 2,057 1,985 1,830 2,009 

 原薬であるメルブロミンは、10 年ほど前に中国よりまとめ買いしたものを切り崩しながら使

っている（現在は中国でも製造していない）。赤チンを製造する他社も、同様にまとめ買いし

た原薬を使っていると考えられる。 

 一般消費者向けの製品については、昔からの愛用者がいるのではないか。医療機関では、主

に年配の医者が使っていると考えられる。 

 

２．製品の表示内容の現状 

 一般消費者向けの 50ml 入り製品には、外箱に以下の内容を記載している。記載内容は厚生労

働省による一般用医薬品の販売制度に準拠している。 

掲載箇所 掲載内容 備考 

外箱の天面 使用期限 製造年月日から４年 

外箱の側面 「使用上の注意」 

次の人は使用しないでください；本剤

又は水銀製剤によりアレルギー症状を

起こしたことがある人 

これ以外に、水銀を含むことを

示す表示はなされていない。 

 「成分」 

本品 50ml 中に、日本薬局方マーキュロ

クロム１g を含有します 

― 

 副作用被害救済制度の問合せ先 

（（独）医薬品医療機器総合機構のウェ

ブサイト URL 及び電話番号） 

― 

参３－１０ 
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掲載箇所 掲載内容 備考 

 お客様相談窓口の情報 

（製造者の電話番号） 

製品の廃棄方法に関する問合

せがユーザーから寄せられる

ことがある（廃棄方法は自治体

によって異なるため、自治体へ

の問合せをお願いしている） 

 

 外箱印刷の最小ロットは２万箱で、年間１～２回印刷・製造を行う。 

 医療機関向けの 500ml 入り製品には外箱はなく、容器（瓶）に「マーキュロクロム液」と記

載し、成分・用法等を記載した文書を添付している。添付文書は届出の義務がある15。 

 安全データシート（SDS）も用意しており、請求があれば提出する。SDS には保管、廃棄の方

法についても記載がある。 

 

３．表示に関する留意点 

 国から要望があれば、製品の外装や関連文書の表示内容の変更に協力することは可能。例え

ば、容器に貼るシールの幅を広げて、掲載内容を追加するといった対応も可能。 

 表示を変更する場合、以下に示す理由を踏まえて、出来れば６か月、最低でも４か月程度の

準備期間が必要である。 

 医療用医薬品の添付文書には届出の義務があるため、手続きに時間を要する。 

 一般消費者向け製品の外箱の在庫が残っている場合があり、表示変更時期にずれが生じ

る可能性がある。ただし、一般用医薬品の外箱表示には届出義務はないため、手続き等

で時間を要するということはない。 

 

４．今後の対応に関する事業者からの要望 

 現在、厚生労働省からの各種通知に関しては、日本製薬団体連合会を通じて関連団体・企業

（例：東京医薬品工業協会及び傘下企業、その他卸業者等）に情報が回覧されている。今後、

環境省等からも、同様の仕組みを用いて水銀関連の情報を回覧していただければありがたい。

なお、当社が所属する局方薬品協議会では、水銀関連の対応について検討する委員会の類は

設置されていない16。 

 製品を販売する薬局に対しても、今後周知していく必要がある（METI）。 

 自社ウェブサイトや店頭での周知については、今後の検討である。例えば環境省のウェブサ

イト上で、水銀使用製品に関する情報をとりまとめたページを作成するような場合に、マー

キュロクロム液の廃棄方法や相談窓口に関する情報を掲載してもらえば、一般消費者が参照

                                                 
15 改正薬事法第五十二条に基づき、医療用医薬品に分類される製品の添付文書については、届出を行

う必要がある（参考：日本製薬団体連合会資料「一般用医薬品等における留意事項について」

http://www.fpmaj.gr.jp/documents/documents/8-ryuijikou-nitiyakuren.pdf） 

16 薬品業界の課題等について議論する製薬団体の一つとして「局方薬品協議会」は存在する。年１回

総会があり、前回総会では同事業者より水俣条約の関連動向について情報提供した
http://kyokuho.jp/index.html 

http://www.fpmaj.gr.jp/documents/documents/8-ryuijikou-nitiyakuren.pdf
http://kyokuho.jp/index.html
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できて良いだろう。そのｳｪﾌﾞｻｲﾄ URL を外箱表示に追加するといった対応は検討し得る。 

 

５．その他 

 マーキュロクロム液には、メーカー品以外に、薬局で「薬局製剤17」として製造されている例

があると聞いている。詳細については不明。 

以上 

 

  

                                                 
17 厚生労働省「薬局製剤指針」には日本薬局方に基づくマーキュロクロム液の製造方法について記載

がある http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/dl/tp150401-01-02.pdf 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/dl/tp150401-01-02.pdf
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マーキュロクロム液製造事業者（B 社）ヒアリング結果 

ヒアリング実施日時：平成 27 年 11 月 17 日（火） 

 

１．製品について 

 マーキュロクロム液（通称赤チン）の 50ml 入り製品を製造・販売している。現在は 50ml 品

のみだが、過去には異なる容量の製品も販売していた。マーキュロクロム液以外に水銀含有

製品の製造は行っていない。赤チンの売り上げは全体の数％を占めている。 

 最盛期には月 10 万本ほどの生産量があったが、現在の年間製造量は 16,500 本程度で、過去

５年間の出荷傾向は概ね横ばい。メディアの取材を受けた直後に需要が増加する。 

 製品は問屋をとおして薬局に販売されるほか、各種治療や研究にも使用されている。インタ

ーネット通販で購入することも可能。 

 製品の容器はポリエチレン製で、中栓・キャップがついている。容器にはラベルが貼られ、

化粧箱（外箱）に入った状態で販売される。取扱説明書の類は添付されていない。 

 以前は学校の救急箱に常備されていたため、高齢者のファンが多い。 

（原薬について） 

 原薬であるマーキュロクロム粉末は中国から輸入している。年間調達量は約 16.5kg で、現在

の在庫量は 100kg 程度（製品１年半～２年分程度）。 

 原薬調達先の中国企業からは、原薬を今後製造廃止するといったことは聞いていない。 

 

２．製品の表示内容の現状 

 以下の記載はラベル・外箱になされているが、特に水銀に言及した記載はない。 

 マーキュロクロム液の組成（マーキュロクロム２％含有） 

 アレルギー全般に関する注意事項（異常が出たら使用中止等） 

 記載内容は厚生労働省による一般用医薬品の販売制度に準拠している。 

 製品は１ロット 4,000 本で製造している。外箱・ラベルの印刷は万単位のロットで行う。 

 廃棄について年数件程度の問い合わせがあり、各自治体の示す方法に従うよう伝えている。

退蔵品の数量については把握していないが、例えば 10 年前の製品でも特に経年で使用出来な

くなるといった事が無く使用可能なため、廃棄される量は少ないと考えている。 

 

３．製品の表示に関する今後の予定 

 マーキュロクロム液に水銀が含まれていること、水銀含有量（濃度）、廃棄時の分別・回収の

重要性についての情報提供に今後取り組む予定。 

 情報提供の方法としては、製品への直接表示以外の情報提供（自社、業界或いは環境省のウ

ェブサイトを用いた情報提供等）を想定している。製品への表示は、内容によって検討した

い。 

 情報提供は、新法施行日より１年前後を目安に実施する予定。 

 業界より先進事例等が示されれば、情報を共有する予定である。 
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４．表示に関する留意点 

 過度な情報提供は消費者に不安感を与えてしまう。他方で、ユーザーの中にはマーキュロク

ロム液に水銀が含まれることを知らない人がいるというのも事実。 

 製品本体等に、例えば「水銀～％含有」等と大きく記載するといった対応は、長い間絶大な

信頼を寄せてくれていた、特に高齢者層の愛用者に不必要な不安を与える結果となり、不本

意である。又、消費者の購買動機を削ぐ結果になるため、実施し難い。 

 情報提供のためにウェブサイトを整備する（既存のサイトにページを追加）場合には中小事

業者にとってはコスト負担が大きい。 

 

５．今後の対応に関する事業者からの要望 

 現在、消費者から今後の製造継続の有無や廃棄方法等に関して問い合わせの電話がある。例

えば国のウェブサイト上でマーキュロクロム液を含む製品製造等規制に関連する情報を整理

し、一般消費者がそのウェブサイトを参照できるような状況が望ましい。自社ウェブサイト

における情報周知については、今後検討する。 

以上 
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